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告 示 

 

三重県告示第 154 号 

 防災対策部関係補助金等交付要綱の一部を改正する告示を次のように定めます。 

  平成 31 年 3 月 19 日 

          三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

   防災対策部関係補助金等交付要綱の一部を改正する告示 

 防災対策部関係補助金等交付要綱（平成 16 年三重県告示第 266 号）の一部を次のように改正する。 

 別表 1 第 5 号の項(Ｃ)の欄を次のように改める。 

次に掲げる事業に要する経費  
1  風水害対策緊急促進事業  
2  住民の耐震対策と避難行動促進事業 

3  自主防災組織と消防団との連携促進事業 
4  多様性に配慮した避難所運営促進事業  
5  受援体制の整備と地域コミュニティ維持の

ための迅速な復興事前対策促進事業 

   附 則 

この告示は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。 

 

三重県告示第 155 号 

 医療保健部関係補助金等交付要綱の一部を改正する告示を次のように定めます。 

  平成 31 年 3 月 19 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬 

   医療保健部関係補助金等交付要綱の一部を改正する告示 

医療保健部関係補助金等交付要綱（平成 30 年三重県告示第 239 号）の一部を次のように改正する。 

別表 1(1)の表中第 1 号の項を削り、第 2 号の項を第 1 号の項とし、第 3 号の項を第 2 号の項とする。 

別表 1(2)の表第 1 号の項（Ｅ）の欄を次のように改める。 

別に定める。  

別表 1(2)の表第 16 号の項（Ｂ）の欄及び（Ｃ）の欄を次のように改める。 

病室の個室整備等及び自
動手指消毒器の整備を促

進し、ＭＲＳＡ等による
院内感染症の拡大防止を
図る。 

院内感染の拡大防止を目的とした
病院の個室整備等に必要な工事費

又は工事請負費及び自動手指消毒
器の初度設備整備に要する経費 

別表 1(2)の表に次のように加える。 

21 三重県国民健

康保険財政安
定化基金交付
金 

災害等の特別な事情が生

じたことにより、予期せ
ぬ保険料（税）収納不足
が発生した市町に対し、

三重県国民健康保険財政
安定化基金の一部を取り
崩して交付することで、

市町の国民健康保険の財
政運営の安定化を図る。 

市町の国民健康保険事業に要する

費用のうち、保険料（税）収納不
足等に相当する費用 

別に定める。 市町 

22 医療機器管理
室施設整備事

業補助金 

医療機器に係る評価・選
定、保守管理、廃棄まで

の一貫した管理を行う医
療機器管理室を整備する
ことにより、医療機器の

適正な使用を推進し、患
者に対する安全対策に資
する。 

医療機器管理室として必要な新
築、増改築及び改修に要する工事

費又は工事請負費 

別に定める。 別に定める。 

別表 1(3)の表中第 35 号の項を削り、第 36 号の項を第 35 号の項とし、第 37 号の項から第 39 号の項までを 1

項ずつ繰り上げ、同表第 40 号の項（Ａ）の欄から（Ｃ）の欄までを次のように改める。 

平成31年3月19日 三　重　県　公　報 号　　外

2



臨床研修医定

着支援事業補
助金 

臨床研修医の県内での定

着を図る。 

臨床研修における研修内容並びに

指導及び育成体制を充実、強化す
る取組に要する経費 

別表 1(3)の表中第 40 号の項を第 39 号の項とし、第 41 号の項を削り、第 42 号の項を第 40 号の項とし、第 43

号の項から第 47 号の項までを 2 項ずつ繰り上げ、第 48 号の項から第 50 号の項までを削り、第 51 号の項を第

46 号の項とし、第 52 号の項を第 47 号の項とする。 

別表 1(4)の表第 22 号の項（Ｂ）の欄を次のように改める。 

高齢者の自立支援及び重
度化防止の取組を支援す

るため、リハビリテーシ
ョン専門職の活用を推進
する。 

別表 1(4)の表第 22 号の項（Ｅ）の欄を次のように改める。 

三 重 県 理 学 療

法士会 

別表 1(5)の表第 9 号の項（Ｃ）の欄を次のように改める。 

1  対面相談事業に要する経費 
2  電話相談事業に要する経費 
3  人材養成事業に要する経費 

4  普及啓発事業に要する経費 
5  自死遺族支援機能構築事業に
要する経費 

6  計画策定実態調査事業に要す
る経費 

7  若年層対策事業に要する経費  

8  深夜電話相談強化事業に要す
る経費 

9  自殺未遂者支援事業に要する経

費 
10 災害時自殺対策継続支援事業に

要する経費 

11 自殺未遂者支援・連携体制構築
事業に要する経費  

12 災害時自殺対策事業に要する経

費 
13 ハイリスク地対策事業に要する

経費 

14 地域特性重点特化事業に要する
経費 

別表 1(5)の表第 10 号の項（Ｅ）の欄を次のように改める。 

病 院 （ 公 立 病
院 を 除 く 。 ）

の開設者 

別表 1(5)の表第 11 号の項（Ｅ）の欄を次のように改める。 

病 院 （ 公 立 病
院 を 除 く 。 ）

の開設者 

別表 1(5)の表第 14 号の項（Ａ）の欄から（Ｃ）の欄までを次のように改める。 

がん予防・早
期発見推進事
業補助金 

市町のがん予防・早期発
見の取組を推進し、県内
におけるがんによる死亡

者数の減少を図る。 

1  近隣市町が連携するがん検診
実施体制整備のための経費 

2  市町が実施するがん検診にお

ける精密検査受診率の向上のた
めの経費 

3  市町が実施するがん検診にお

ける精度管理向上のための経費 

別表 1(5)の表中第 18 号の項を削り、第 19 号の項を第 18 号の項とする。 

別表 2 を次のように改める。 

別表 2（第 2 条関係） 

区 
分 

(Ａ) 
 
 

名称 

(Ｂ) 
 

規則第20条第1項ただし書の規定に

より財産処分の制限をする期間 

(Ｃ) 
規則第 20条第 1項第 2号の規定
により財産処分の制限をする 

機械及び重要な器具 
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1 人工腎臓装置不足地域設備整

備事業補助金  
補助事業等により取得し、又は効
用の増加した財産の処分制限期間

（平成 20年厚生労働省告示第 384
号。以下「厚生労働省告示」とい
う。）に定められている処分制限

期間に相当する期間  

交付対象事業により取得し、
又は効用の増加した財産で価

格が単価 50万円（民間団体に
あっては 30万円）以上の機械
及び器具 

2 公立大学法人三重県立看護大
学施設整備費補助金  

減価償却資産の耐用年数等に関す
る 省 令 （ 昭 和 40年 大 蔵 省 令 第 15
号。以下「大蔵省令」という。）

に定められている耐用年数に相当
する期間 

大蔵省令に定められている機
械及び器具 

3 院内感染対策施設設備整備事
業補助金  

厚生労働省告示に定められている
処分制限期間に相当する期間  

交付対象事業により取得し、
又は効用の増加した財産で価

格が単価 50万円（民間団体に
あっては 30万円）以上の機械
及び器具 

4 三重県医療安全設備整備費補

助金 

大蔵省令に定められている耐用年

数に相当する期間  

交付対象事業により取得し、

又は効用の増加した財産で価
格が単価 50万円（事業者が地
方公共団体以外の者の場合は

30万円）以上の機器及び器具 

5 小児・周産期医療提供体制推
進事業費補助金  

厚生労働省告示に定められている
処分制限期間に相当する期間 
  

  

交付対象事業により取得し、
又は効用の増加した財産で価
格が単価 50万円以上の機械及

び器具 

6 地域災害拠点病院施設整備費
補助金 

― 

7 地域災害拠点病院設備整備費
補助金 

交付対象事業により取得し、
又は効用の増加した財産で価
格が単価 50万円（民間団体に

あっては 30万円）以上の機械
及び器具 

8 医療施設耐震化整備促進事業
費補助金  

大蔵省令に定められている耐用年
数に相当する期間  

― 

9 医療施設等設備整備費補助金  厚生労働省告示に定められている

処分制限期間に相当する期間  

交付対象事業により取得し、

又は効用の増加した財産で価
格が単価 50万円（民間団体に
あっては 30万円）以上の機械

及び器具 

10 三重県地域医療再生事業補助
金 

大蔵省令に定められている耐用年
数に相当する期間  

11 三重県看護師宿舎施設整備費
補助金 

― 

12 三重県看護師勤務環境改善施
設整備費補助金  

  ― 

13 三重県看護師等養成所施設整

備費補助金 

  ― 

14 三重県看護師等養成所初度設
備整備費補助金  

  交付対象事業により取得し、
又は効用の増加した財産で価
格が単価 50万円（民間団体に

あっては 30万円）以上の機械
及び器具 

15 三重県病院内保育所施設整備
費補助金 

  ― 

16 ドクターヘリ改修支援事業補

助金 

  交付対象事業により取得し、

又は効用の増加した財産で価
格が単価 50万円（民間団体に
あっては 30万円）以上の機械

及び器具 

17 医療施設施設整備費補助金  厚生労働省告示に定められている
処分制限期間に相当する期間  

― 
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18 広域搬送拠点臨時医療施設整

備費補助金 
大蔵省令に定められている耐用年
数に相当する期間  

交付対象事業により取得し、
又は効用の増加した財産で価

格が単価 50万円（民間団体に
あっては 30万円）以上の機械
及び器具 

19 医師官舎整備事業補助金    ― 

20 心電図伝送システム整備補助

金 

  交付対象事業により取得し、

又は効用の増加した財産で価
格が単価 50万円以上の機械及
び器具 

21 回復期病床転換事業補助金    ― 

22 老人保健福祉施設整備費補助

金 

厚生労働省告示に定められている

処分制限期間に相当する期間  

大蔵省令に定められている機

械及び器具 

23 三重県介護従事者確保事業費
補助金 

大蔵省令に定められている耐用年
数に相当する期間  

交付対象事業により取得し、
又は効用の増加した財産で価
格が単価 30万円以上の機械、

器具及びその他財産  

24 三重県地域医療介護総合確保
基金事業（介護施設等の整備
に関する事業）補助金  

 交付対象事業により取得し、
又は効用の増加した財産で価
格が単価 50万円（事業者が地

方公共団体以外の者の場合は
30万円）以上の機械、器具及
びその他財産  

25 三重県地域介護・福祉空間整

備等施設整備交付金  

厚生労働省告示に定められている

処分制限期間に相当する期間  

交付対象事業により取得し、

又は効用の増加した財産で価
格が単価 30万円以上の機械、
器具及びその他財産 

26 難病在宅ケア支援ネットワー

ク整備事業設備整備費補助金  

 交付対象事業により取得し、

又は効用の増加した財産で価
格が単価 50万円以上の機械及
び器具 

27 がん診療施設整備費補助金  大蔵省令に定められている耐用年
数に相当する期間  

28 がん診療設備整備費補助金  

29 三重県口腔ケア活動支援事業
補助金 

30 地域医療体制基盤整備事業補
助金 

  交付対象事業により取得し、
又は効用の増加した財産で価

格が単価 30万円以上の機械及
び器具 

31 三重県地域口腔ケアステーシ
ョン設備整備事業補助金  

  交付対象事業により取得し、
又は効用の増加した財産で価

格が単価 50万円以上の機械及
び器具 32 感染症指定医療機関施設・設

備整備費補助金  

厚生労働省告示に定められている

処分制限期間に相当する期間  

33 みえライフイノベーション総
合特区医療情報利活用推進事
業費補助金 

大蔵省令に定められている耐用年
数に相当する期間  

交付対象事業により取得し、
又は効用の増加した価格が単
価30万円以上の機械及び器具  

 附 則 

 この告示は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。 

 

三重県告示第 156 号 

 子ども・福祉部関係補助金等交付要綱の一部を改正する告示を次のように定めます。 

  平成 31 年 3 月 19 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬 

   子ども・福祉部関係補助金等交付要綱の一部を改正する告示 

子ども・福祉部関係補助金等交付要綱（平成 30 年三重県告示第 240 号）の一部を次のように改正する。 

別表 1(1)の表に次のように加える。 
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4 災害弔慰金等

負担金 

災害弔慰金の支給等に関す

る法律（昭和 48 年法律第
82 号）の施行に関する事業
の円滑な運営を図る。 

市町が行う災害弔慰金及び災害見

舞金の支給に要する経費 

補助基本額の

3/4 以内 

市町 

別表 1(3)の表第 2 号の項を次のように改める。 

2 地域少子化対

策重点推進交
付金 

市町が実施する以下の取組

に対して支援を行う。 
1  子育てに寄り添う地域

づくり 

2   地方自治体と連携した
企業・団体・学校等の自
主的な取組 

3   自治体間連携を伴う新
たな取組 

4   優良事例の横展開の取

組 
5   結婚に伴う新生活の支

援への取組 

市町が実施する地域少子化対策重

点推進事業に要する経費 
 

別に定める。 市町 

別表 1(3)の表第 13 号の項（Ｂ）の欄を次のように改める。 

放課後児童クラブの健全
な運営を確保することを
目的とし、放課後児童ク

ラブの運営に要する費用
に対して補助を行い、児
童の健全育成を図る。 

別表 1(3)の表第 19 号の項（Ｅ）の欄を次のように改める。 

学校 法人 及

び社 会福 祉
法人 

別表 1(3)の表第 21 号の項（Ａ）の欄を次のように改める。 

私立幼稚園等
被災児童等保

育料等減免補
助金 

別表 1(3)の表第 21 号の項（Ｂ）の欄及び（Ｃ）の欄中「私立幼稚園」を「私立幼稚園等」に改め、同表第 25

号の項（Ａ）の欄を次のように改める。 

三重県保育士
修学資金貸付

等事業費補助
金 

別表 1(3)の表第 30 号の項（Ａ）の欄を次のように改める。 

私立幼稚園園
務改善ＩＣＴ

化支援事業補
助金 

別表 1(3)の表第 30 号の項（Ｂ）の欄及び（Ｃ）の欄中「私立幼稚園等」を「私立幼稚園」に改め、同表に次

のように加える。 

32 保育体制強化
事業費補助金 

待機児童解消のため、保育
支援者を保育に係る周辺業

務に活用し、保育士の就業
継続及び離職防止を図り、
保育士が働きやすい職場環

境を整備する。 

保育支援者を新たに配置した私立
保育所等に対し、保育支援者の配

置に要する費用を市町が補助する
経費 

補助基本額の
3/4 以内 

市町 

別表 1(4)の表第 11 号の項（Ｃ）の欄中「市」を「市及び福祉事務所を設置する町」に改め、同項（Ｅ）の欄

を次のように改める。 

市及 び福 祉
事務 所を 設
置する町 

別表 1(4)の表中第 17 号の項を削り、第 18 号の項（Ａ）の欄を次のように改める。 

ひとり親家庭
等日常生活支 
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援事業費補助

金 

別表 1(4)の表中第 18 号の項を第 17 号の項とし、第 19 号の項を第 18 号の項とし、第 20 号の項を第 19 号の

項とし、同表第 21 号の項（Ａ）の欄を次のように改める。 

聴覚障がい児
補聴器購入費
用助成事業補

助金 

別表 1(4)の表中第 21 号の項を第 20 号の項とし、第 22 号の項から第 24 号の項までを 1 項ずつ繰り上げ、第

25 号の項から第 27 号の項までを削り、同表に次のように加える。 

24 平成 31 年度
東海・北陸ブ
ロック里親研

究大会運営費
補助金 

「平成 31 年度東海・北陸
ブロック里親研究大会」の
円滑な実施を図り、児童福

祉施策の推進を図る。 

平成 31 年度東海・北陸ブロック里
親研究大会の開催に要する経費 

別に定める。 三重 県里 親
会 

別表 2 中 

「 

8 児童養護施設等整備費補助
金 

厚生労働省告示に定められている処分
制限期間に相当する期間 

 

大蔵省令に定められている機械及
び器具 

 
9 障害者施設整備事業費補助

金 

10 障害者グループホーム緊急
整備事業費補助金 

」 

を 

「 

8 認定こども園等緊急環境整
備事業費補助金 

文部科学省告示に定められている処分
制限期間に相当する期間 

交付対象事業により取得し、又は
効用の増加した財産で価格が単価

50万円以上の機械及び器具  
9 私立幼稚園園務改善ＩＣＴ

化支援事業補助金 

10 児童養護施設等整備費補助
金 

厚生労働省告示に定められている処分
制限期間に相当する期間 
 

大蔵省令に定められている機械及
び器具 
 

11 障害者施設整備事業費補助
金 

12 障害者グループホーム緊急

整備事業費補助金 

」 

に改める。 

附 則 

 この告示は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。 

 

三重県告示第 157 号 

環境生活部関係補助金等交付要綱の一部を改正する告示を次のように定めます。 

平成 31 年 3 月 19 日 

                             三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬 

環境生活部関係補助金等交付要綱の一部を改正する告示 

環境生活部関係補助金等交付要綱（平成 24 年三重県告示第 243 号）の一部を次のように改正する。 

別表 1(1)の表第 3 号の項（Ｂ）の欄及び（Ｃ）の欄を次のように改める。 

私立高等学校等に修学

する生徒の保護者の経
済的負担を減免するこ
とにより私立高等学校

等における教育の振興
を図る。 

私立高等学校等に修学す

る生徒の保護者が低中所
得者等である場合におい
て、学校法人がその生徒

の授業料を減免するのに
要する経費 

別表 1(1)の表第 14 号の項（Ｅ）の欄を次のように改める。 
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三重県専修学校

専門課程修業支
援利子助成金実
施要領に定める

もの 

別表 1(6)の表に次のように加える。 

6 三重県犯罪被害者等
見舞金 

犯罪被害者等へ見舞金
を 給 付 す る こ と に よ
り、犯罪被害者等の経

済的負担の軽減等を図
る。 

犯罪被害者等へ給付する
見舞金に要する経費 

別 に 定 め
る。 

別に定める。 

 別表 1(7)の表を次のように改める。 

（7） 廃棄物・リサイクル課関係 

区分 
（Ａ） 

補助金等の 

名   称 

（Ｂ） 
補助金等の交付の 

目      的 

（Ｃ） 
補助事業等の内容 

（Ｄ） 
補助率又は 

補 助 額 

（Ｅ） 
補助対象者 

1 公共関与型産業廃棄
物処理施設整備事業
補助金 

公共関与の産業廃棄物
処理施設を整備し、も
って生活環境の保全を

図る。 

廃棄物処理センターが整
備する産業廃棄物処理施
設のうち、廃棄物処理施

設整備費（産業廃棄物処
理施設モデル的整備事
業）国庫補助金交付要綱

（平成 12 年 8 月 18 日厚
生省生衛第 231 号）に基
づく産業廃棄物処理施設

として採択された施設で
あって、当該施設を整備
するのに要する経費 

別 に 定 め
る。 

廃棄物処理セン
ターの指定を受
けた者 

2 産業廃棄物最終処分

場周辺環境整備市町
補助金 

産業廃棄物最終処分場

の周辺の生活環境の整
備を支援することによ
り、施設周辺地域の環

境の改善を図る。 

産業廃棄物最終処分場の

周辺において、市町が行
う生活環境の整備に要す
る経費 

別 に 定 め

る。 

市町 

3 ポストＲＤＦに向け
た施設整備等補助金 

ポストＲＤＦに向けて
必要となる施設整備等
を 支 援 す る こ と に よ

り、ＲＤＦ製造団体の
新たなごみ処理体制へ
の円滑な移行に寄与す

る。 

ＲＤＦ製造団体がＲＤＦ
焼却・発電事業から新た
なごみ処理体制に移行す

る際に必要となる施設整
備等に要する経費 

別 に 定 め
る。 

伊 賀 市 、 紀 北
町、南牟婁清掃
施設組合、桑名

広域清掃事業組
合及び香肌奥伊
勢資源化広域連

合 

附 則 

この告示は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。 

 

三重県告示第 158 号 

 地域連携部関係補助金等交付要綱の一部を改正する告示を次のように定めます。 

平成 31 年 3 月 19 日 

 三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬  

      地域連携部関係補助金等交付要綱の一部を改正する告示 

 地域連携部関係補助金等交付要綱（平成 24 年三重県告示第 241 号）の一部を次のように改正する。 

 別表 1(2)の表第 6 号の項（Ｃ）の欄中「又は高架橋」を削る。 

 別表 1(4)の表第 1 号の項を次のように改める。  

1 事業調整制度補助金 県施策と連携し、市町
が緊急に実施すべき事

業を支援する。 

県施策と連携し、市町が緊
急に実施すべき事業に要す

る経費 

別 に 定 め
る。 

市町 

別表 1(6)の表に次のように加える。 

12 カナダレスリングチ
ーム三重県・津市事
前キャンプ実行委員

会負担金 

カナダレスリングチー
ムの事前キャンプを受
け入れることにより、

本 県 の ス ポ ー ツ の 推
進、地域の活性化及び
スポーツを通じた国際 

カナダレスリングチームの
事前キャンプ受入事業に要
する経費 

別 に 定 め
る。 

カナダレスリン
グチーム三重
県・津市事前キ

ャンプ実行委員
会 
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  交流の促進を図る。    

別表 1(7)の表中第 5 号の項を削り、第 6 号の項を第 5 号の項とし、第 7 号の項を第 6 号の項とする。 

別表 2 第 14 号の項（Ａ）の欄を次のように改める。 

事業調整制度

補助金 

別表 2 中 

「 

23 紀南中核的交流施設整
備事業支援補助金 

 1 件の取得価額が 30 万円以上の機
械及び器具 

 
 
を 

24 東紀州地域産業活性化
事業費補助金 

1 件の取得価額又は効用の増加価
額が 50 万円以上の機械及び器具 

                                        」 

「 

23 東紀州地域産業活性化

事業費補助金 

   に改める。 

                                          」 

   附 則 

 この告示は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。 

 

三重県告示第 159 号 

 農林水産部関係補助金等交付要綱の一部を改正する告示を次のように定めます。 

  平成 31 年 3 月 19 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

   農林水産部関係補助金等交付要綱の一部を改正する告示 

 農林水産部関係補助金等交付要綱（平成 24 年三重県告示第 249 号）の一部を次のように改正する。 

 別表 1(3)の表第 11 号の項（Ｃ）の欄及び（Ｄ）の欄を次のように改める。 

地域農業のあり方を記載した
「人・農地プラン」を市町が作成
及び更新を行う際に要する経費 

定額 

 別表 1(3)の表第 12 号の項（Ｂ）の欄から（Ｅ）の欄までを次のように改める。 

農業経営体の農業
経営の確立・発展
等を促進し、農業

の競争力及び体質
の強化を図る。 

農業経営体の多様な経営課題に対
応するために、農業経営相談所の
開設、専門家の派遣、法人化に対

する助成等に要する経費 

事業費の 10／
10以内 

民間団体等 

 別表 1(3)の表第 19 号の項（Ｃ）の欄及び（Ｄ）の欄を次のように改め、同項を同表第 20 号の項とする。 

1  適切な「人・農地プラン」が
作成され、農地中間管理機構が

活用されている地区において、
付加価値の拡大、売上高の拡
大、経営コストの縮減等に意欲

的に取り組む認定農業者等の地
域の担い手が融資を活用した農
業用機械及び施設の導入に必要

な費用に対し、市町が行う補助
に要する経費 

2  融資円滑化等を図るため、農

業信用基金協会による金融機関
への債務保証の拡大に要する費
用に対し、市町が行う補助に要

する経費 

事業費の1／2
以内 

 
 
 

 
 
 

 
 
定額 

 別表 1(3)の表中第 18 号の項を第 19 号の項とし、第 14 号の項から第 17 号の項までを 1 項ずつ繰り下げ、第

13 号の項の次に次のように加える。 

14 農用地利用集積
特別対策事業費
補助金（新規就

農相談事業） 

就農希望者の円滑
な 就 農 を 支 援 す
る。 

就農相談窓口の設置及び運営に要
する経費 

定額 民間法人等 
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 別表 1(3)の表に次のように加える。 

21 中山間地農業ル

ネッサンス推進
事業費補助金 

中山間地の特色を

いかし、農業活動
を地域活性化につ
なげる新たな取組

を支援することを
目的とする。 

中山間地の活動であり、かつ、

他地域の見本となる次の取組等を
行う経費 
1  高収益作物の生産に係るもの

のうち実証ほ場整備、農業機械
リース等 

2  高付加価値化又は販売力強化

に伴う加工品試作又は販売促進
活動 

3  関係人口の増加に伴う訪問者

の交流・営農体験用設備設置 
4  ＩＣＴ技術の活用に伴う試作

品開発又は実証試験 

事業費の 10／

10以内 

中山間地を有す

る市町 

 別表 1(5)の表第 7 号の項（Ａ）の欄を次のように改める。 

契約特定野菜等

安定供給促進事
業費補助金 

 別表 1(6)の表第 6 号の項（Ａ）の欄から（Ｃ）の欄までを次のように改める。 

家畜伝染病緊急
防疫体制整備事

業費補助金 

農場出入口等の消
毒を徹底すること

等により家畜伝染
病の感染拡大を防
止する。 

家畜伝染病の感染拡大を防止する
ため、消毒薬、動力噴霧器等の整

備を補助するのに要する経費 

 別表 1(6)の表第 7 号の項（Ｅ）の欄中「、農業協同組合、営農集団」を削り、同表中第 8 号の項を削り、第 9

号の項を第 8 号の項とする。 

 別表 1(7)の表第 5 号の項（Ｂ）の欄から（Ｅ）の欄までを次のように改める。 

老朽化に伴い早急

に整備を要する用
排水 施 設 の改 修
並び に た め池 の

防災 ・ 減 災対 策
への 取 組 の支 援
を図る。 

1  用排水施設等整備事業に要す

る経費 
 
 

 
2  次に掲げる事業を行う経費 
 (1) ため池一斉点検 

 (2) ハザードマップの作成 
 (3) ため池耐震調査 
 (4) ため池防災対策整備等 

事業費の 70／

100以内 
 
 

 
定額 

市町、土地改良

区、農業協同組
合又は知事が適
当と認める団体 

 
市町又は土地改
良区 

 別表 1(7)の表第 9 号の項（Ｂ）の欄から（Ｅ）の欄までを次のように改める。 

水利施設の整備、

計画策定等を行い
農業経営の安定を
図る。 

1  機能保全計画策定事業 

  農業用用排水施設の機能診断
及び保全計画の策定に要する経
費 

2  施設計画策定事業 
  整備計画を策定するための地

域の諸条件の現状把握、概略設

計等に要する経費 
3  農業水路等長寿命化・防災減

災事業 

  農業水利施設の長寿命化対策
工事、防災減災対策工事等に要
する経費 

4  土地改良施設突発事故復旧事
業 

  突発的な事故により土地改良

施設が機能低下及び喪失した場
合に、機能回復を図る工事に要
する経費 

定額 

  
 
 

定額 
 
 

 
定額又は事業
費の55／100以

内 
  
 

事業費の 60／
100以内 

市町又は土地改

良区 
 
 

市町又は土地改
良区 
 

 
市町又は土地改
良区 

 
 
 

市町又は土地改
良区 

 別表 1(8)の表第 10 号の項を削る。 

 別表 1(9)の表に次のように加える。 

5 土地改良資産評

価データ整備事
業補助金 

土地改良区の適正

な運営を図る。 

土地改良区が貸借対照表を作成す

る上で必要となる土地改良資産の
評価に要する経費 

定額 三重県土地改良

事業団体連合会 

 別表 1(10)の表中第 3 号の項を削り、第 4 号の項を第 3 号の項とし、第 5 号の項を第 4 号の項とする。 
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 別表 1(11)の表第 1 号の項（Ｅ）の欄中「認定を受けた者等」を「認定を受けた者、意欲と能力のある林業経

営体等」に改め、同表第 5 号の項（Ｃ）の欄から（Ｅ）の欄までを次のように改める。 

1  林業・木材産業構造改革事業 

 (1) 高性能林業機械等の整備 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 (2) コンテナ苗生産基盤施設等

の整備 
   低コスト造林に資するコン

テナ苗を低価格で安定的に供

給する苗木生産施設等の整備 
 
 

 
 (3) 木材加工流通施設等の整備 
  ア 木材加工流通施設整備 

  イ 森林バイオマス等活用施
設整備 

 

 
 
 

 (4) 木質バイオマス利用促進施
設の整備 

  ア 未利用間伐材等活用機材

整備 
  イ 木質バイオマス供給施設

整備 

  ウ 木質バイオマスエネルギ
ー利用施設整備 

 (5) 特用林産振興施設等の整備 

 
 
 (6) 木造公共建築物等の整備 

 
 
 

 
 
 

 
 
2  林業・木材産業成長産業化促

進対策事業 
 (1) 間伐材生産 
  ア 「路網整備に係る生産基

盤強化区域の設定につい
て」（平成 30 年 2 月 1 日
付け 29 林整整第 713 号林

野庁長官通知）に定める生
産基盤強化区域（以下「生
産 基 盤 強 化 区 域 」 と い

う。）内で行う不用木の除
去、不良木の淘汰、支障木
やあばれ木等の伐倒、造

材、集材、搬出・集積及び
積込その他付帯施設整備
（林内作業場、土場等） 

  イ 関連条件整備活動（対象
森林の調査、森林所有者の
同意取付け等） 

 (2) 資源高度利用型施業 
  ア 生産基盤強化区域内で行

う末木枝条の集材（主伐時 

 

定額（1／3、4
／10 又は 1／2
以内） 

 
 
 

 
 
 

 
 
定額（1／2 以

内） 
 
 

 
 
 

 
定額（1／2） 
 

 
 
 

 
 
 

定 額 （ 15 ／
100、1／3 又は
1／2） 

 
 
 

 
 
定額（1／2 以

内） 
 
定額（1／2、

15 ％ 又 は
3.75％以内） 
 

 
 
 

 
 
 

 
定額 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

定額 
 
 

 

市町、効率的か
つ安定的な林業
経営や林業経営

の継続性の確保
を目指す林業経
営体として、都

道府県知事が選
定した林業経営
体（以下「選定

経 営 体 」 と い
う。）等 
林業種苗法（昭

和 14 年法律第
16 号）第 10 条
に基づく生産事

業の登録を受け
た者及びその登
録を受ける見込

みの者等 
市 町 、 森 林 組
合、木材関連業

者等の組織する
団体及び地域材
を利用する法人

等で事業構想に
明記されている
もの 

市 町 、 森 林 組
合、林業者等の
組織する団体、

民間事業体等 
 
 

 
 
市 町 、 森 林 組

合、林業者等の
組織する団体等 
市町、公共建築

物等における木
材の利用の促進
に関する法律施

行令（平成 22
年 政 令 第 203
号）第 1 条に規

定する公共建築
物の整備主体等 
 

 
市町、選定経営
体等 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

市町、選定経営
体等 
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に全木又は全幹による集材

が行われるものに限る。）
及びそれと連携して行う人
工造林 

  イ 関連条件整備活動（対象
森林の調査、森林所有者の
同意取付け、鳥獣害防止施

設等整備等） 
 (3) 路網整備 
  ア 生産基盤強化区域内で行

う林業専用道（規格相当）
及び森林作業道の整備 

  イ 既設の林業専用道（規格

相当）及び森林作業道の補
強 

  ウ 既設の林道施設の点検診

断 
  エ 関連条件整備活動（対象

森林の調査、森林所有者の

同意取付け等） 
  オ 航空レーザ計測 
3  地域の森林資源を生かした特

用林産振興対策事業 
   安全安心な県産きのこについ

ての見学会及び宣伝イベントの

開催等その他生産者が消費者に
直接ＰＲする活動等に要する経
費 

 

 
 
 

 
 
 

 
定額 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
事業費の 1／2

以内 

 

 
 
 

 
 
 

 
市町、選定経営
体等 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
人と自然にやさ

しいみえの安心
食材表示制度の
認定生産者の組

織する団体等 

 別表 1(11)の表中第 7 号の項を削り、第 8 号の項（Ａ）の欄から（Ｃ）の欄までを次のように改め、同項を同

表第 7 号の項とする。 

森林情報活用促

進事業費補助金 

林地台帳を伐採届

や造林報告等と効
率的にリンクさせ
るためのモデル的

なシステム整備等
を行う。 

1  林地台帳を活用するシステム

の整備に要する経費 
2  航空レーザ計測等による森林

情報や所有者情報等の精緻化・

高度化に要する経費 

 別表 1(11)の表中第 9 号の項を第 8 号の項とし、第 10 号の項を削り、第 11 号の項を第 9 号の項とし、第 12

号の項（Ａ）の欄から（Ｄ）の欄までを次のように改め、同項を同表第 10 号の項とする。 

特定森林再生事
業費補助金 

自然条件等の理由
で更新困難な植栽

地、伐採跡地等に
ついて、緊急的な
森林造成を行い、

森林が有する公益
的機能の維持向上
を図る。 

特定森林再生事業 
 自然条件等の理由で更新困難な

森林等で行う人工造林、下刈、除
伐等の森林造成と、これと一体的
に実施する鳥獣害防止施設等の設

置に要する経費 

事業費の5／10
以内 

 別表 1(11)の表第 13 号の項（Ｃ）の欄を次のように改め、同項を同表第 11 号の項とする。 

間伐材生産・路網整備 

1  間伐材生産 
(1) 間伐材の生産（不用木の除

去（侵入竹を含む）、不良木

の淘汰（育成しようとする樹
木の一部を伐採することによ
り本数密度の調整、残存木の

生長促進等を図ることをい
う。）、支障木やあばれ木等
の伐倒、搬出集積、その他附

帯施設整備（林内作業場、土
場等））の実施 

(2) 関連条件整備活動（対象森

林の調査及び森林所有者の同
意取付け等） 

2  路網整備 

(1) 林業専用道（規格相当）整
備 

  ア 林業専用道（規格相当）

整備 
  イ 関連条件整備活動 
    （対象森林の調査及び森 
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林所有者の同意取付け等） 

(2) 森林作業道整備 
  ア 森林作業道整備  
  イ 関連条件整備活動 

    （対象森林の調査及び森
林所有者の同意取付け等） 

3  人工造林 

(1) 低コストな人工造林の実施 
(2) 関連条件整備活動（対象森

林の調査及び森林所有者の同

意取付け、鳥獣害防止施設等
整備等） 

 別表 1(11)の表第 14 号の項（Ｃ）の欄を次のように改め、同項を同表第 12 号の項とする。 

木材産業の体質強化対策 
1   木材加工流通施設等整備（大

規模・高効率タイプ） 
2  木材加工流通施設等整備（低

コストタイプ） 

3  品目転換施設整備 

 別表 1(11)の表に次のように加える。 

13 自立的林業経営
活動推進事業費
補助金 

地域における自伐
林業グループ等に
よる将来的な林業

経営の集約化に資
する森林管理及び
資源利用等の活動

を支援し、地域の
自立的な林業経営
活 動 の 推 進 を 図

る。 

1  活動推進 
  現地の林況調査、活動計画の

実施のための話し合い等に要す

る経費 
2  森林整備活動 
  除伐、間伐、搬出等に要する

経費 
3  研修活動 
  林業技術や安全対策の向上の

ための研修等に要する経費 
4  森林機能強化 
  歩道や作業道等の作設・改

修、鳥獣害防止柵の設置・補修
等に要する経費 

5  資機材・施設の整備 

  森林整備活動及び森林機能強
化の実施に必要な機材、資材及
び施設の購入・設置に要する経

費 

定額 
 
 

 
定額 
 

 
定額 
 

 
定額 
 

 
 
事業費の1／2

以内 

市町 
 
 

 
市町 
 

 
市町 
 

 
市町 
 

 
 
市町 

14 みえ森と緑の県
民税市町交付金
（連携枠） 

市町と県が連携し
て「災害に強い森
林づくり」の取組

の強化を図る。 

1  流域防災機能強化対策事業 
  土砂流出の危険性が高く、早

急な整備が必要とされる箇所の

森林整備に要する経費 
2  森林再生力強化対策事業 
 (1) 獣害防止施設等整備 

   野生獣による森林被害の防
止等を図るための獣害防止施
設等の整備に要する経費 

 (2) ニホンジカの捕獲等 
   ＩＣＴ等の新たな技術を用

いたニホンジカの捕獲等に要

する経費 

事業費の10／
10以内 

市町 

 別表 1(12)の表中第 1 号の項を削り、第 2 号の項を第 1 号の項とし、第 3 号の項から第 8 号の項までを 1 項ず

つ繰り上げる。 

 別表 1(13)の表第 2 号の項（Ｃ）の欄中「国定公園」を「国立公園・国定公園」に改め、同項（Ｄ）の欄を次

のように改める。 

国立公園内 
事業費の 5／10
以内 

国定公園内、
長距離自然歩
道事業費の 4.5

／ 1 0 以 内 

 別表 1(13)の表第 3 号の項（Ａ）の欄から（Ｃ）の欄までを次のように改める。 
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みえ森と緑の県

民税市町交付金
（基本枠、加算
枠） 

災害に強い森林づ

くり及び県民全体
で森林を支える社
会づくりを推進す

る。 

地域の実情に応じて行う以下の対

策に要する経費 
1  土砂や流木による被害を出さ

ない森林づくり 

2  暮らしに身近な森林づくり 
3  森を育む人づくり 
4  森と人をつなぐ学びの場づく

り  
5  地域の身近な水や緑の環境づ

くり 

 別表 1(13)の表第 4 号の項を削る。 

 別表 1(14)の表中第 1 号の項を削り、第 2 号の項を第 1 号の項とし、第 3 号の項を第 2 号の項とし、同表第 4

号の項（Ｃ）の欄中「三重県漁業信用基金協会」を「全国漁業信用基金協会」に改め、同項を同表第 3 号の項と

し、同表中第 5 号の項を第 4 号の項とする。 

   附 則 

 この告示は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。 

 

三重県告示第 160 号 

雇用経済部関係補助金等交付要綱の一部を改正する告示を次のように定めます。 

平成 31 年 3 月 19 日 

                           三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬 

雇用経済部関係補助金等交付要綱の一部を改正する告示 

雇用経済部関係補助金等交付要綱（平成 24 年三重県告示第 250 号）の一部を次のように改正する。 

別表 1(2)の表第 2 号の項を削り、同表第 3 号の項を同表第 2 号の項とし、同表第 4 号の項を同表第 3 号の項

とし、同表第 5 号の項を同表第 4 号の項とし、同表第 6 号の項（Ｄ）の欄中「1/2」を「1/3」に改め、同項を同

表第 5 号の項とする。 

別表 1(5)の表第 2 号の項を削り、同表第 3 号の項を同表第 2 号の項とし、同表第 4 号の項から第 7 号の項ま

でを 1 項ずつ繰り上げ、同表第 8 号の項（Ｃ）の欄中「及び信用保証料」を削り、同項を同表第 7 号の項とし、

同表第 9 号の項を同表第 8 号の項とし、同表第 10 号の項を同表第 9 号の項とし、同表第 11 号の項及び第 12 号

の項を削り、同表第 13 号の項を同表第 10 号の項とする。 

別表第 2 中 

「 

6 中小企業高付加
価値化投資促進

補助金 

減価償却資産の耐用年数等に関する省
令に定める耐用年数又は補助事業完了

の日から 10 年のいずれか短い期間 

減価償却資産の耐用年数等
に関する省令に定める機械

及び器具 

 を 
7 三重県中小企

業・小規模企業

地域課題解決プ
ロジェクト支援
事業費補助金 

                                        」 

「 

6 中小企業高付加

価値化投資促進
補助金 

減価償却資産の耐用年数等に関する省

令に定める耐用年数又は補助事業完了
の日から 10 年のいずれか短い期間 

減価償却資産の耐用年数等

に関する省令に定める機械
及び器具 

 に改める。 

                                        」 

   附 則 

 この告示は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。  
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